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医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金

(通 則 )

1.医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金及び第二者病院

機能評価支援事業費補助金 については、予算の範囲内において交付す るもの と

し、補助金等に係 る予算の執行の適正化 に関す る法律 (昭 和 30年法律第 17
9号 )、 補助金等に係 る予算の執行の適正化 に関す る法律施行令 (昭和 30年

厚生省
政令第 255号 )及び厚生労働省所管補助金等交付規則平成 12年   令第

労働省

6号)(の 規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付 の 目的 )

2.こ の補助金は、地域 の実情に即 した医療計画に基づき、離島、山村等の医療

に恵まれない地域住民の医療の確保 、地域住民の救急医療の確保及び医療施設

の耐震診断 を実施す ることによ り安全性 の向上を図ること、感染症の予防及び

感染症 の患者 に対す る医療 に関す る法律 (平成 10年法律第 114号 。以下

「感染症法」 とい う。)第 6条第 12項 に規定す る感染症指定医療機 関の運営

に要す る経費について補助す ることによ り感染症患者 に対す る良質かつ適切な

医療の提供 を図 ること、医療事故な どの医療安全に関す る情報の収集 。分析・

提供事業に要す る経費 について補助す ることにより医療事故の発生予防、再発

防止 を図ること、診療行為に関連 した死亡の調査分析 を行 うモデル事業に必要

な経費 を補助す ることによ り死亡の因果関係及び再発防止策 を総合的に検討す

ること、産科医療補償制度の運営に必要な経費を補助す ることに より安心 して

産科医療 を受 けられ る環境 を整備す ること、治験拠点病院 として治験環境 の充

実に必要な経費 を補助す ること等によ り国際競争力のある医薬品・研究開発環

境 を整備す ること、具体的な臨床指標 を用いた医療 の質の評価・公表等 を推進

す ることによ り医療の質の向上等 を図 ること及び監察医制度が適用 されている

一部の大都 市圏を除 く地域 における死因究明の取組 に必要な経費 について補助

す ることによ り死因究明の体制作 りを推進す ること並びに、外国人受入医療機

関認証制度開発のための経費を補助す ることにより、外国人患者 を受 け入れ る

医療機 関の質を確保 し、安心 。信頼 してかかれ る医療の確保 と国民の健康づ く

りを推進す ることを目的 とす る。
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(交付 の対象 )

3.こ の補助金は、次の事業を交付の対象 とす る。

なお、以下の (1)①ア、力か らク、④ア及び ウ、⑤イ及びオ及び (2)以
外の事業を独立行政法人、国立大学法人等が実施す る場合については、必要に

応 じて、あ らか じめ都道府県が総務大臣に協議 し、その同意 を得 ることとす る。

(1)医 療施設運営費等補助金

① へき地保健医療対策事業等

ア.へき地医療支援機構運営事業

平成 13年 5月 16日 医政発第 529号 厚 生労働省 医政局長通知

「へ き地保健医療対策事業 について」 (以 下 「へ き地保健医療対策等

実施要綱」 とい う。)に基づ き都道府県が行 うへき地医療支援機構

の運営事業

イ.へき地医療拠点病院運営事業
｀
(へ き地医療拠点病院支援 システム及

びへ き地診療所支援 システムを含む。 )

「へ き地保健医療対策等実施要綱」に基づき、実施す る次の事業 と

す る。

(ア )都道府県が行 うへ き地医療拠点病院の運営事業

(イ )都道府県知事の指定を受けた病院の開設者が行 うへ き地医療拠点

病院の運営事業 に対 して都道府県が補助す る事業

ウ.へ き地診療所運営事業 (へ き地診療所診療支援 システムを含む。 )

「へ き地保健医療対策等実施要綱」 に基づき、国庫補助 を受 けて設

置 したへ き地診療所 (国 民健康保険直営診療所 を除 く。)又はへ き地

において当該地域 (へ き地診療所整備基準に定める地域)唯一の医療

機 関 として住民の医療確保 を担 当 している診療所で実施す る次の事業

とす る。

(ア )都道府県が行 うへき地診療所の運営事業

(イ )市町村、 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業

協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会が行 うへ き地

診療所の運営事業に対 して都道府県が補助す る事業

(ウ )厚生労働大臣が適 当と認 める者 が行 うへき地診療所の運営事業に

対 して都道府県が補助す る事業

工.へき地巡回診療車 (船)運営事業

「へ き地保健医療対策等実施要綱」に基づき、へ き地巡回診療車 (

船)で実施す る次の事業 とする。

(ア )都道府県が行 う巡回診療事業

(イ )社会福祉法人恩賜財団済生会が巡回診療船 によ り行 う巡回診療事
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業 (た だ し、巡回診療を三以上の都道府県の区域 にわたって行 う場

合に限る。 )

(ウ )市町村、 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会 (た だ し、

(イ )に掲 げる場合 を除 く。)厚生農業協同組合連合会及び社会福

祉法人北海道社会事業協会が行 う巡回診療事業に対 して都道府県が

補助す る事業

(工 )都道府県知事 の要請 を受けた病院又は診療所の開設者が行 う巡回

診療事業に対 して都道府県が補助す る事業

オ.離島巡回診療ヘ リ運営事業

「へ き地保健医療対策等実施要綱」に基づ き、実施す る次の事業 と

す る。

(ア )都道府県が行 う離島巡回診療ヘ リ運営事業

(イ )市町村、 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業

協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会が行 う離島巡

回診療ヘ リ運営事業に対 して都道府県が補助す る事業

(ウ )厚生労働大臣が適 当と認 める者 が行 う離島巡回診療ヘ リ運営事業

に対 して都道府県が補助す る事業

力.沖縄へ き地歯科診療班運営事業

沖縄県が行 うへ き地歯科診療班運営事業

キ.離島歯科診療班派遣事業

「へ き地保健 医療対策等実施要綱」に基づ き、都道府県が行 う離島

歯科診療班派遣事業

ク.へき地保健指導所運営事業

「へ き地保健医療対策等実施要綱」に基づ き、実施す る次の事業 と

す る。

(ア )都道府県が行 う保健師の駐在及び保健指導事業

(イ )市町村が行 う保健師の駐在及び保健指導事業に対 して都道府県が

補助す る事業

② 救急医療対策事業

ア.救急医療支援セ ンター運営事業

昭和 52年 7月 6日 医発第 692号 厚生省医務局長通知 「救急医療

対策の整備事業について」 (以 下 「救急医療対策事業実施要綱」 とい

う。)に基づ き、厚生労働大臣が適 当と認 める者が実施す る救急医療

支援セ ンター運営事業

イ.救急医療 トレーニングセ ンター運営事業

「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、厚生労働大臣が適 当と認
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める者が実施す る救急医療 トレーニングセ ンター運営事業

③ 感染症指定医療機 関運営事業

ア.特定感染症指定医療機関運営事業

感染症法第 38条第 1項の規定に基づ く特定感染症指定医療機 関の

開設者 が行 う、特定感染症指定医療機 関の運営事業

イ.第一種感染症指定医療機関運営事業

感染症法第 38条第 2項の規定によ り都道府県知事が指定 した、第

一種感染症指定医療機 関に係 る次の事業

(ア )都道府県が行 う第一種感染症指定医療機 関の運営事業

(イ )感染症法第 60条 の規定によ り都道府県知事の指定を受 けた設置

者が行 う第一種感染症指定医療機関の運営事業に対 し、都道府県が

補助す る事業

ウ。第二種感染症指定医療機関運営事業

感染症法第 38条第 2項及び附則第 8条第 1項の規定によ り都道府

県知事が指定 した第二種感染症指定医療機 関に係 る次の事業 (た だ し、

医療法 (昭和 23年法律第 205号 )第 7条第 2項第 2号に規定す る

感染症病床に限る。 )

(ア )都道府県が行 う第二種感染症指定医療機 関の運営事業

(イ )感染症法第 60条 の規定により都道府県知事の指定を受 けた設置

者が行 う第二種感染症指定医療機 関の運営事業に対 し、都道府県が

補助す る事業

④ 医療安全推進事業

ア.医療事故情報収集等事業

平成 16年 5月 25日 医政発第 0525008号 厚生労働省 医政局

長通知の別紙 「医療事故情報収集等事業実施要綱」に基づき、財団法

人 日本医療機能評価機構が行 う医療事故に関す る情報の収集・分析・

提供事業

イ.診療行為に関連 した死亡の調査分析モデル事業

平成 17年 3月 25日 医政発第 0325010号 厚生労働省 医政局

長通知 の別紙 「診療行為に関連 した死亡の調査分析モデル事業実施要

綱」に基づき、一般社団法人 日本医療安全調査機構が行 う診療行為に

関連 した死亡の調査分析モデル事業

ウ.産科医療補償制度運営事業

平成 20年 5月 15日 医政発第 0515013号 厚生労働省 医政局

長通知の別紙 「産科医療補償制度運営事業実施要綱」に基づ き、財団
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法人 日本医療機能評価機構が行 う産科医療補償制度運営事業

⑤ 災害医療対策事業等

ア.医療施設耐震化促進事業

平成 21年 3月 30日 医政発第 0330007号 厚生労働省医政局

長通知の別紙 「災害医療対策事業等実施要綱」 (以 下 「災害医療対策事

業等実施要綱 とい う。)に基づ き、厚生労働大臣が適 当と認 める者が行

う医療施設耐震化促進事業に対 して都道府県が補助す る事業

イ.DMAT事 務局等運営事業

「災害医療対策事業等実施要綱」に基づ き、独立行政法人国立病院

機構災害医療セ ンターが行 うDMAT事 務局等運営事業

ウ.防災訓練等参加支援事業

「災害医療対策事業等実施要綱」 に基づ き、実施す る次の事業

(ア )都道府県が行 う防災副1練等活動支援事業に係 る調整・支援

(イ )市町村及び厚生労働大臣が適 当 と認 める者が行 う防災訓練等活動

支援事業に対 して都道府県が補助す る事業

工.DMAT活 動支援事業

「災害医療対策事業等実施要綱」に基づ き、実施す る次の事業

(ア )被災都道府県が行 うDMAT活 動支援事業 に係 る調整・支援

(イ )要請を受 けた都道府県、市町村及び厚生労働大臣が適 当 と認 める

者が行 うDMAT活 動支援事業に都道府県が補助す る事業

オ.DMAT訓 練事業

「災害医療対策事業等実施要綱」 に基づ き、都道府県が行 うDMA
T訓練事業

⑥ 地域医療確保支援事業

ア.産科医療機 関確保事業

平成 21年 4月 1日 医政発第 0401007号 厚生労働省医政局長通

知の別紙 「産科医療確保事業実施要綱」に基づき、実施す る次の事業

(ア )都道府県が行 う産科医療機 関確保事業

(イ )市町村、 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業

協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会及び厚生労働 大

臣が適 当と認める者が行 う産科医療機 関確保事業に対 して都道府県

が補助する事業

イ.地域医療支援セ ンター運営事業

平成 21年 3月 27日 医整発第 0327039号 厚生労働省 医政局長

通知 の別添 「地域医療対策事業実施要綱」に基づ き、都道府県が行 う地
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域医療支援センター運営事業

臨床研究拠点等整備事業

ア.早期・探索的臨床試験拠点整備事業

平成 23年 月 日医政発 第 号厚生労働省 医政局長通知の

別紙 「臨床研究拠点等整備事業実施要綱」 (以 下、 「臨床研究拠点等整

備事業実施要綱」 とい う。)に基づき、厚生労働大臣が適 当 と認 める者

が行 う早期・探索的臨床試験拠点整備事業

イ.グ ローバル臨床研究拠点整備事業

臨床研究拠点等整備事業実施要綱」に基づ き、厚生労働大臣が適 当と

認 める者 が行 うグローバル臨床研究拠点整備事業

ウ.医薬品等治験基盤整備事業

臨床研究拠点等整備事業実施要綱」に基づ き、厚生労働大臣が適 当と

認 める者が行 う医薬品等治験基盤整備事業

工.治験拠点病院活性化事業

「臨床研究拠点等整備事業実施要綱」 に基づ き、厚生労働大臣が適 当 と

認 める者 が行 う治験拠点病院活性化事業

③ 医療の質の評価・公表等推進事業

平成 22年 3月 24日 医政発 0324第 22号厚生労働省 医政局通知

の別紙 「医療の質の評価 。公表等推進事業実施要綱」に基づき、厚生労

働大臣が適 当と認 める者 が行 う医療の質の評価・公表等推進事業

⑨ 異状死死因究明支援事業

平成 23年  月  日医政発     第  号厚生労働省医政局長

通知の別紙 「異状死死因究明支援事業実施要綱」に基づき、都道府県が

行 う異状死死因究明支援事業

⑩ 外国人受入医療機関認証制度開発のための支援事業

平成 23年  月  日医政発 第  号厚生労働省医政局通知

の別紙 「外国人受入医療機関認証制度開発のための支援事業実施要綱」

に基づき、厚生労働大臣が適 当 と認 める者が行 う外国人受入医療機関認

証制度開発のための支援事業

(2)中 毒情報基盤整備事業費補助金

中毒情報セ ンター情報基盤整備事業

「救急医療対策事業実施要綱」に基づ き、財団法人 日本中毒情報セ ンタ

⑦
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―が行 う中毒情報セ ンター情報基盤整備事業

(交付額の算定方法 )

4.こ の補助金の交付額 は、次の (1)か ら (10)に より算出 された額の合計額

とす る。 (た だ し、算出 された額の合計額が医療施設運営費等補助金の予算額

を超 える場合 には、必要な調整 を行 うもの とす る。 )

(1)へ き地保健医療対策事業等の事業の交付額は、次の①か ら③ によ り算出 さ

れた額の合計額 とす る。ただ し、各事業のそれぞれの事業者 ごとに算出 され

た額に 1, 000円 未満 の端数が生 じた場合には、これ を切捨てるもの とす

る。

① へき地医療支援機構運営事業

ア.次 の表の第 1欄 に定める種 目ごとに、第 2欄に定める基準額 と第 3欄

に定める対象経費の実支出額 とを比較 して少ない方の額を選定する。

イ.ア により種 目ごとに選定された額の合計額 と総事業費から寄付金その

他の収入額を控除した額とを比較 して少ない方の額に 2分の 1を乗 じて

得た額を交付額 とする。

担 当官経費 1か所 当た り次のいず

れかにより算出 された

額

(1)へ き地保健 医療対

策実施要綱の 1(3)

アの (ア )

12,548,000円

なお、事業期間が

1年に満たない場合

は、基準額 ×事業月

数/12と す る。

(2)へ き地保健 医療対

策実施要綱の 1(3)

アの (イ )

へ き地医療支援機

構活動年間延 日数

無医地区等への巡回診療、へ き地診

療所、過疎地域等特定診療所 (以 下

「へき地診療所等」 とい う。)及び

医師配置標準の特例措置の許可を受

けた病 院 (以 下 「特例措 置許 可病

院」 とい う。)への医師派遣等の医

療活動の調整等を行 う担 当官に必要

な次に掲げる経費

報酬

給料

職員手当等

共済費

賃金

委託料

3.対 象 経 費
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(12月 × 1月 当た

り活動 日数 × 1日 当

た り勤務 時間/8時
間)が

ア  54日 以上

3,849,000円

イ  36日 以上

54日 未満

2,566,000円

ウ  36日 未満

1,283,000円

(3)へ き地保健 医療 対

策 実施要綱 の 1(3)
アの (ウ )

4,276,000円

なお、事業期 間が

1年 に満 たない場合

は、基準額 ×事業 月

数/12と す る。

1か所 当た り次 のいず

れ か に よ り算 出 され た

額

(1)へ き地保健 医療 対

へ き地医療支援機構 の運営に必要な

次 に掲げる経費

賃金

報償費

旅費

代診等担 当

医 師 経 費

次 によ り算出 された額

へ き地医療支援機

構勤務年間延 曰数

×71,000円

ただ し、勤務時間

が 8時間に満たない

場合は、上記金額 に

勤務時間/8を 乗 じ

て得た額 とす る。

へ き地診療所等及び特例措置許可病

院への代診等 を行 うへ き地医療支援

機構勤務医師に必要な次に掲げる経

費

報酬

給料

職員手当等

共済費

賃金

報償費

委託料

運営経費
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策実施要綱の 1(3)
アの (ア )

6,696,000円

なお、事業期間が

1年 に満たない場合

は、基準額 ×事業月

数/12と す る。

(2)へ き地保健医療対

策実施要綱の 1(3)
アの (イ )

5,945,000円

なお、事業期間が

1年に満たない場合

は、基準額 ×事業月

数/12と す る。

需用費 (消耗品費、印刷製本費、

会議費等 )

役務費 (通信運搬費 )

委託料

使用料及び賃借料

都道府県がへ き地医療支援機構の

業務 を暫定的に行 う場合 にあって

は次に掲 げる経費

報償費

旅費

需用費 (消耗品費、印刷製本費、

会議費等 )

役務費 (通 信運搬費 )

ヽ
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
ノ

ｒ
ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｔ

協議会経費 年 額  1,696,000円 へ き地保健医療対策に関す る協議会

の運営に必要な次に掲げる経費

賃金

旅費 (協議会出席旅費、連絡旅費 )

報償費 (協議会 出席謝金 )

役務費

事 業 協 力

費経

事業協力病院 1か所 当

た り次 に よ り算 出 され

た額 の合算額

へ き地診 療所等及 び

特例措 置許 可病 院 1か

所 ごとに派遣 した期 間

ブ)ゞ

1.年 間 9月 以上

642,000円

2.年 間 6月 以上 9月

未満   428,000円
3.年 間 3月 以上 6月

未満   214,000円

事業協力病院に対 し支払 う次に掲 げ

る経費

報償費

委託料

負担金、補助金及び交付金

代 替 医 師

雇 上 経 費

次によ り算出された額

代替医師雇上 日数

事業協力病院での代替医師の雇上げ

に必要な次に掲げる経費
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×日 額 27,000円

ただ し、雇上時間が

8時間に満 たない場合

は、上記金額に雇上時

間/8を乗じて得た額

とする。

報酬

賃金

報償費

委託料

負担金、補助金及び交付金

振 興 経 費 1県 当た り年額

。直接 運営 の場合

2,622,000円

・委託運営 の場合

2,752,000円

へ き地に勤務 しよ うとす る医師等の

就職の紹介等事業に必要な次に掲げ

る経費

賃金

旅費

需用費

役務費

委託料

ド ク タ ー

プ ー ル

関 係 経 費

登録 医師一人 あた り

月 毎1   109,000円

専任担 当官の指示で代診業務及び専

任担 当官の補助 を実施す る医師 を事

前に確保す る事業に必要な次に掲げ

る経費

手当

キ ャ リ ア

形 成 育 成

支 援 経 費

年 額  10,893,000円 へ き地診療所 で勤務 した医師を、本

人の希望等に基づ き大学や総合病院

等に派遣す る事業に必要な経費

給料

職員手 当等

共済費

② へ き地医療拠点病院運営事業

ア.都道府県が行 う事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める種 目ごとに、第 2欄 に定める基準額 と第 3

欄 に定める対象経費の実支出額 とを比較 して少 ない方の額 を選定す る

(イ )(ア )に よ り種 日ごとに選定 された額の合計額 と総事業費か ら診療

収入額及び寄付金その他の収入額 を控除 した額 とを比較 して少 ない方

の額に 2分の 1を乗 じて得た額 を交付額 とす る。

イ .都道府県が補助す る事業

- 10 -
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(ア )次の表の第 1欄 に定める種 目ごとに、第 2欄 に定める基準額 と第 3

欄 に定める対象経費の実支出額 とを開設者 ごとに比較 して少ない方の

額 を選定す る。

(イ )(ア )に よ り種 目ごとに選定 された額の合計額 と総事業費か ら診療

収入額及び寄付金その他の収入額 を控除 した額 と都道府県が補助 した

額 とを比較 してもつ とも少ない額 に 2分の 1を乗 じて得た額 を交付額

とす る。

医  療

活 動 費

1か所当た り次によ り算出 され

た額の合算額

へ き地医療活動経費

(1)巡回診療等従事者経費

医 師 61,000円 ×延 日数

その他 25,000円 ×延 日数

(2)巡回診療等 自動車経費

3,700円 ×延回数

(3)代診医等派遣経費

医 師 61,000円 ×延 日数

その他 25,000円 ×延 日数

無医地区等への巡回診療 、ヘ

き地診療所等及び特例措置許

可病院への医師派遣等の医療

活動等 に必要な次に掲げる経

費

報酬

給料

職員手当等

共済費

賃金

報償費

旅費 (研究費に計上 した

ものを除 く。 )

需用費 (医 療費及び伝送

装置経費 に計上 したも

のを除 く。 )

役務費 (伝送装置経費

に計上 したものを除 く

0)

委託料

使用料及び賃借料 (伝送

装置経費に計上 した も

のを除 く。 )

原材料費

備 品購入費 (単価 50万 円

未満の備 品に限る。た

だ し、医療費及び伝送

装置経費に計上 したも

3.対 象 経 費
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のを除 く。 )

公課費

研 究 費 1か所 当た り次 に定め る額

(1)医 療 活動年 間延 日数

150日 以上

446,000円

(2)医 療活動年間延 日数

75日 以上 150日 未満

334,000円

(3)医 療 活動年間延 日数

50日 以 上75日 未満

223,000円

学会 出席 に必要な次に掲 げる

経費

旅  費 (学会出席旅費 )

研 修 費 1回 当た り     56,000円 へ き地診療所医師及び地域開

業医師を対象 とする研修、症

例検討会等 を実施す る場合 に

必要な次に掲げる経費

講師謝金

旅費

需用費 (消耗品費及び印刷

製本費 )

医 療 費 医療 に要 した実支出額 医療 に必要な次に掲げる経費

需 用 費 (医薬材料費、医

療用消耗品費、医療機器

修繕料 )

備品購入費 (単価 50万 円未

満 の医療用備品に限 る。 )

伝送装置

費経

1か所 当た り次により算出 され

た額

静止画像等伝送装置

ア.へき地医療拠点病院診療支

援 システム

(887,460円 +74,290円 )

×稼動月数

イ.へき地診療所診療支援 シス

テム

(443,730円 +37,140円

×導入へ き地診療所数 )

静止画像等伝送装置の導入及

び維持運営に必要な次に掲 げ

る経費

報 償 費 (へ き地医療拠点

病院診療支援システムに

係 る経費に限る。 )

需 用 費 (消耗品費、修繕

料等 )

役 務 費 (通信運搬費 )

使用料及び賃借料

備 品購入費 (単価 50万 円未

-12-
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×稼動月数 満の庁用器具に限 る。 )

委 託 料 (上記 に掲 げる経

費に該 当す るもの。ただ

し、へ き地医療拠点病院

診療支援 システムに係 る

経費に限る。 )

③ へ き地診療所運営事業

ア.都道府県が行 う事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める種 目ごとに、第 2欄 に定める基準額 と第 3

欄 に定める対象経費の実支出額 とを比較 して少ない方の額を選定す る。

(イ )(ア )に よ り種 目ごとに選定 された額の合計額か ら診療収入額 を控

除 した額 と総事業費か ら診療収入額及び寄付金その他の収入額 を控除

した額 とを比較 して少ない方の額 に 3分 の 2(沖縄県にあっては 4分

の 3)を乗 じて得た額 を交付額 とす る。

イ .市町村、 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同

組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会が行 う事業に対 し都道

府県が補助す る事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める種 目ごとに、第 2欄 に定める基準額 と第 3

総 合 的 な

診療能力を

有する医師

育 成 関 係

1か所 当た り 2,253,000円 総合的な診療能力 を有す る医

師を養成す る事業に必要な次

に掲げる経費 (指導 を受 ける

医師に係 る人件費・旅費 を除

く)

報酬

給料

職員手当等

共済費

賃金

報償費

旅費

需用費 (消耗 品費、印刷製

本費、会議費 )

役務費

通信運搬費
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欄 に定める対象経費の実支 出額 とを施設 ごとに比較 して少ない方の額

を選定す る。

(イ )(ア )に より種 日ごとに選定 された額の合計額か ら診療収入額 を控除

した額 と総事業費か ら診療収入額及び寄付金その他 の収入額 を控除 し

た額 とを比較 して少ない方 の額 に 3分の 2(沖縄県にあっては 4分の

3)を乗 じて得た額 と、都道府県が補助 した額 とを比較 して少ない方

の額の合計額 を交付額 とす る。

ウ.厚生労働大臣が適 当と認 める者が行 う事業に対 し都道府県が補助す る

事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める種 目ごとに、第 2欄 に定める基準額 と第 3

欄 に定める対象経費の実支 出額 とを施設 ごとに比較 して少 ない方 の額

を選定す る。

(イ )(ア )に より種 目ごとに選定 された額の合計額か ら診療収入額 を控除

した額 と総事業費か ら診療収入額及び寄付金その他 の収入額 を控除 し

た額 とを比較 して少ない方 の額に 3分の 1(沖縄県にあっては 4分の

3)を乗 じて得た額 と、都道府県が補助 した額 とを比較 して少ない方

の額 を交付額 とす る。

事 務 費 1か所 当た り次によ り算 出 され

た額

(1)ア .診療 日数 1～ 129日

2,897,000円 +(71,000円

×実診療 日数 )

イ.診療 日数 130～ 259日

2,897,000円 十 (77,000円

×実診療 日数 )

ウ.診療 日数260日 以上

2,897,000円 +(87,000円

×実診療 日数 )

(2)訪問看護 による加算額

25,000円 ×訪問看護 日数

へ き地診療所の運営に必要な

次に掲げる経費

報  酬

給  料

職員手当等

共 済 費

賃  金

報 償 費

旅  費 (研究費に計上 し

たものを除 く。 )

需 用 費 (研究費、医療費

及び伝送装置経費に計上

したものを除 く。 )

役 務 費 (伝 送装置経費に

計上 した ものを除 く。 )

委 託 料

使用料及び賃借料 (伝 送装

置経費 に計上 したものを

3.対 象 経 費
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除 く。 )

原材料費

備 品購入費 (単価 50万 円未

満 の備 品に限る。ただ し、

医療費及び伝送装置経費

に計上 した ものを除 く。 )

研 究 費 1か所 当た り

(1)診療 日数  1～ 129日

65,000円

(2)診療 日数 130～ 259日

130,000円

(3)診療 日数 260日 以上

195,000円

医学研究及び学会出席 に必要

な次に掲げる経費

旅  費 (研究旅費、学会

出席旅費及び調査研究旅

費 )

需 用 費 (医 学用図書雑誌

及び医学研究用材料 )

備 品購入費 (単価 50万 円未

満 の研究用備品に限る。 )

医 療 費 医療に要 した実支出額 医療 に必要な次に掲げる経費

需 用 費 (医 薬材料費、医

療用消耗品費、医療機器

修繕料 )

委 託 料 (診 療のための検

査委託料 )

備 品購入費 (単価 50万 円未

満 の医療用備品に限る。 )

伝送装置

経  費

1か所 当た り次により算出 され

た額

(1)フ ァクシ ミリ

36,250円 ×稼動月数

ただ し、導入初年度 にあって

は45,450円 を加算す る。

(2)静止画像等伝送装置

289,170円 ×稼動月数

伝送装置の導入及び維持運営

に必要な次 に掲 げる経費

需 用 費 (消耗品費、修繕

料等 )

役 務 費 (通信運搬費 )

使用料及び賃借料

備品購入費 (単価 50万 円未

満の庁用器具に限る。 )

④ へき地巡回診療車 (船)運営事業

ア.都道府県が行 う事業及び社会福祉法人恩賜財団済生会が巡回診療船に

より行 う事業 (た だ し、社会福祉法人恩賜財団済生会が巡回診療船によ

り行 う事業については、巡回診療 を二以上の都道府県の区域にわたって

行 う場合 に限 る。 )
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(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを比較 して少 ない方の額 を選定す る。

(イ )(ア )に よ り選定 された額か ら診療収入額 を控除 した額 と総事業費

か ら診療収入額及び寄付金その他 の収入額 を控除 した額 とを比較 して

少 ない方の額に 2分 の 1を 乗 じて得た額 を交付額 とす る。

イ.市町村、 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会 (た だ し、アに

掲げる場合 を除 く。 )、 厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海

道社会事業協会が行 う事業に対 して都道府県が補助す る事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを事業者 ごとに比較 して少ない方の額 を選定す る。

(イ )(ア )に よ り選定 された額か ら診療収入額 を控除 した額 と総事業費

か ら診療収入額及び寄付金その他 の収入額 を控除 した額 とを比較 して

少 ない方の額 に 2分の 1を 乗 じて得 た額 と都道府県が補助 した額 とを

比較 して少ない方 の額を交付額 とす る。

ウ.病院又は診療所の開設者が行 う事業 に対 して都道府県が補助す る事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを開設者 ごとに比較 して少ない方の額 を選定す る。

(イ )(ア )に よ り選定 された額か ら診療収入額を控除 した額 と総事業費

か ら診療収入額及び寄付金その他 の収入額 を控除 した額 と都道府 県が

補助 した額 とを比較 してもつ とも少 ない額 に 2分の 1を 乗 じて得た額

を交付額 とす る。

巡回診療実施 日数 ×次に定める単価 へ き地巡回診療車 (船 )又 は歯科

巡回診療車の運営に必要な次に

掲 げる経費

給  料

職員手当等

共 済 費

旅  費

報 償 費

需 用 費 (消耗品費、医薬材

料費、燃料費、印刷製本費、

修繕料 )

役 務 費

酬報

金任
貝

2.対 象 経 費

区 分 単  価 (円 )

巡 回 診 療 車 57,000

歯科巡 回診療 車 62,000

巡 回 診 療 船 厚生労働大臣に

協議 して定めた

額

- 16 -
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|          1委 託 料      |

⑤ 離島巡回診療ヘ リ運営事業

ア.都道府県が行 う事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを比較 して少ない方の額 を選定す る。

(イ )(ア )に より選定 された額か ら診療収入額を控除 した額 と総事業費

か ら診療収入額及び寄付金その他 の収入額 を控除 した額 とを比較 して

少 ない方の額に 2分の 1を 乗 じて得た額 を交付額 とす る。

イ .市町村、 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同

組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会が行 う事業 に対 して都道

府県が補助する事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費 の実支出

額 とを事業者 ごとに比較 して少 ない方の額 を選定す る。

(イ )(ア )に よ り選定 された額か ら診療収入額を控除 した額 と総事業費

か ら診療収入額及び寄付金その他の収入額 を控除 した額 と都道府県が

補助 した額 とを比較 してもつ とも少ない額に 2分の 1を 乗 じて得た額

を交付額 とす る。

ウ.厚生労働大臣が適 当と認 める者が行 う事業に対 して都道府県が補助す

る事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを事業者 ごとに比較 して少 ない方の額 を選定す る。

(イ )(ア )に よ り選定 された額か ら診療収入額を控除 した額 と総事業費

か ら診療収入額及び寄付金その他 の収入額 を控除 した額 と都道府県が

補助 した額 とを比較 してもつとも少 ない額に 2分の 1を 乗 じて得た額

を交付額 とす る。

1事業あた り次により算出 された額

巡回診療実施 日数 ×1,202,000円

離島巡回診療ヘ リの運営 に必要

な次に掲 げる経費

職員手 当等

共 済 費

賃  金

旅  費

酬

料

報

給

2.対 象 経 費

P176
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報 償 費

賃 借 料

需 用 費

料費、

役 務 費

委 託 料

(消耗品費、医薬材

燃料費、修繕料 )

⑥ 沖縄へき地歯科診療班運営事業

ア.次の表の第 1欄 に定める種 日ごとに第 2欄 に定める基準額 と第 3欄 に

定める対象経費の実支出額 とを比較 して少ない方 の額 を選定す る。

イ .ア によ り種 日ごとに選定 された額の合計額 と総事業費か ら診療収入額

及び寄付金その他の収入額 を控除 した額 とを比較 して少 ない方の額 に 4

分の 3を 乗 じて得た額 を交付額 とす る。

⑦ 離島歯科診療班派遣事業

ア.次の表の第 1欄 に定める基準額と第 2欄 に定める対象経費の実支出額

1.種 目 2.基    準    額 3.対 象 経 費

事 務 費 年 額

4,001,000円

へ き地歯科診療班の運営に必

要な次 に掲 げる経費

報  酬

給  料

職員手当等

共 済 費

賃  金

旅  費

諸 謝 金

報 償 費

需 用 費 (消耗品費、燃料

費、食糧費、印刷製本費 )

医 療 費 年 額

1,603,000円

医療に必要な次に掲げる経費

備品購入費 (医療用機器購

入費)

需 用 費 (消耗品費 〔歯科

治療用及び歯科技工用消

耗機器購入費〕、修繕料 )

-18-
P,フア



とを比較 して少 ない方の額を選定す る。

イ .ア によ り選定 された額か ら診療収入額 を控除 した額 と総事業費か ら診

療収入額及び寄付金その他の収入額 を控除 した額 とを比較 して少ない方

の額 に 2分の 1を乗 じて得た額 を交付額 とす る。

③ へき地保健指導所運営事業

ア.都道府県が行 う事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める種 日ごとに、第 2欄 に定める基準額 と第 3

欄 に定める対象経費の実支出額 とを比較 し́て少ない方の額を選定す る。

(イ )(ア )に よ り種 日ごとに選定 された額の合計額 と総事業費か ら寄付

金その他の収入額 を控除 した額 とを比較 して少 ない方の額 に 2分 の 1

を乗 じて得た額 を交付額 とす る。

イ .都道府県が補助す る事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める種 日ごとに、第 2欄 に定める基準額 と第 3

欄 に定める対象経費の実支出額 とを施設 ごとに比較 して少ない方の額

を選定す る。

(イ )(ア )に よ り種 目ごとに選定 された額の合計額 と総事業費か ら寄付

金その他の収入額 を控除 した額 とを比較 して少 ない方の額に 2分の 1

を乗 じて得た額 と都道府県が補助 した額 とを比較 して少ない方の額 を

交付額 とす る。

次によ り算出 された額の合算額

1.基      準 額 2.対   象 経 費

診療班 l IJI当 た り次に定める単価

(1)遠隔型離島  777,000円

(2)近接型離島  140,000円

派遣 日数 は次の とお りとす る。ただし

(1)

(2)

遠隔型

近接型

8日 間以上

2日 間以上

離島への歯科診療班の派遣 に必

要な次に掲げる経費

報  酬

職員手当等

賃  金

旅  費

報 償 費

需 用 費 (消 耗品費、医薬材

料費、燃料費、印刷製本費、

修繕料 )

委 託 料

料給

3.対 象 経 費

P178

給 与 費
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(1)職員基本給等

1か所 当た り 4,651,000円

ただ し、新設のへき地保健指

導所にあつては、上記金額 に

稼動月数/12を 乗 じて得た額

とす る。

(2)寒冷地手当

国家公務員の寒冷地手当に関

す る法律 (昭 和 24年法律第

200号 )第 2条 の規定によ

り算出 した額

ただ し、同条第 4項に定める

基準額 については、 1人 当た

りそれぞれ次に定める額 とす

る。

保健師に支給す るために必要

な次に掲げる経費

給  料

職員手当等

特別手当 (期 末勤勉手 当)

特地勤務手当 (へ き地手当)

寒冷地手当

共 済 費

賃  金 (育児休業代替保

健師の雇上げに要す る場

合に限る。 )

保健指導

事 業 費

1か所 当た り    336,000円

ただ し、新設のへき地保健指

導所にあっては、上記金額 に

稼動月数/12を 乗 じて得た額

とす る。

保健指導所の運営及び保健指

導 に必要な次に掲 げる経費

旅  費

需 用 費 (伝 送装置経費に

計上 したものを除 く。 )

役 務 費 (伝送装置経費に

計上 したものを除 く。 )

伝送装置

経  費

1か所 当た り次によ り算出 され

た額

8,400円 +2,390円 ×稼動月数

ただ し、導入初年度 にあって

は、40,000円 を加算す る。

伝送装置の維持運営に必要な

次 に掲げる経費

需 用 費 (消耗品費、修繕

料等 )

役 務 費 (通信運搬費 )

備品購入費 (単価 50万 円未

満 の伝送装置用の庁用器

具に限る。 )
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